
システム認証の場合 個品別検証の場合 

1.仮登録番号提出 1.CFP検証合格 

内部検証合格 
2.検証番号通知書送付 

（検証番号・仮登録番号
を通知） 

3.登録・公開申請書、 
登録時情報提出 

4-1.CFPマーク使用許諾
契約締結（事業者単位） 

4-2.CFPマークデータの 
提供 

4-3.認定製品への 
CFPマーク貼付 

4.登録・公開申請書受理 
認定製品登録 

5.CFPホームページへ 
登録情報公開 

6.登録・公開更新手続 

7.登録公開終了 

8.CFPホームページ 
からの登録情報削除 

「登録情報」に 
変更がある場合 

変更申請書、 
登録情報提出 

登録情報 
差替え 

再検証へ 

公開を取り下げる場合 

取下申請書提出 

軽微な変更 CFP値の修正 


